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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成28年9月1日(2016.9.1)

【公表番号】特表2015-531906(P2015-531906A)
【公表日】平成27年11月5日(2015.11.5)
【年通号数】公開・登録公報2015-068
【出願番号】特願2015-521756(P2015-521756)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/042    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ    3/042    ４７３　

【手続補正書】
【提出日】平成28年7月8日(2016.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐光性材料と、
　透光パターンで前記耐光性材料を貫通する複数の透光孔と、
　前記透光パターンに隣接して配置されるレンズと、
　前記レンズ及び前記透光孔の少なくとも１つを通過する光路に沿って伝搬される光を検
出するように構成された感知システムと、
を備える、システム。
【請求項２】
　前記耐光性材料は、金属、セラミック、及びポリマーからなる群から選択される少なく
とも１つのものである、請求項１のシステム。
【請求項３】
　前記透光孔の少なくとも一部は実質的に目に見えない、請求項１又は２のシステム。
【請求項４】
　前記透光孔のすべては実質的に目に見えない、請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記レンズは、前記透光パターンと前記感知システムとの間の前記光路に沿って配置さ
れている、請求項１から４のいずれか一項のシステム。
【請求項６】
　前記感知システムは、前記パターンから離れて位置する面で反射した前記光を検出する
ように構成されている、請求項１から５のいずれか一項のシステム。
【請求項７】
　前記システムは、前記感知システムに連結されたコントローラをさらに備え、前記コン
トローラは、前記検出された光に基づいてデバイスの動作を制御するように構成されてい
る、請求項６のシステム。
【請求項８】
　耐光性材料と、
　透光パターンで前記耐光性材料を貫通する複数の透光孔と、
　前記透光パターンに隣接して配置されるレンズと、
　前記レンズを通して像を投影可能な投影システムと、
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を備え、
　前記レンズを透過した光は、前記透光孔を透過可能であり、
　前記投影システムは、
　　光を生成するように構成された光源と、
　　前記生成された光を修正するように構成された光修正システムと、
を備える、システム。
【請求項９】
　前記耐光性材料は、少なくとも１つの機能を実現するように構成されたデバイスの外表
面を少なくとも部分的に規定する、請求項８のシステム。
【請求項１０】
　前記システムは、前記投影システムに連結されたコントローラをさらに備え、前記コン
トローラは、前記デバイスによってサポートされる前記少なくとも１つの機能に基づいて
前記投影システムの動作を制御するように構成されている、請求項９のシステム。
【請求項１１】
　前記投影システムに連結されたコントローラをさらに備え、前記コントローラは、前記
投影システムにより投影される前記像を修正するように構成されている、請求項８のシス
テム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記光修正システムの動作を制御して、前記投影システムにより
投影される前記像を修正するように構成されている、請求項１１のシステム。
【請求項１３】
　耐光性材料と、
　透光パターンで前記耐光性材料を貫通する複数の透光孔と、
　視野を有し、面で反射して画像から前記透光孔の少なくとも１つを通って伝搬される光
を検出可能な感知システムと、
　前記感知システムに連結されたコントローラであって、前記視野内に位置する対象物の
前記画像に対する位置を決定するように構成されたコントローラと、
を備える、システム。
【請求項１４】
　前記耐光性材料は、少なくとも１つの機能を実現可能なデバイスの外表面を少なくとも
部分的に規定する、請求項１３のシステム。
【請求項１５】
　前記コントローラは、さらに、前記決定された位置に基づいて前記デバイスの動作を制
御するように構成されている、請求項１４のシステム。
【請求項１６】
　前記透光孔の少なくとも１つを透過させて前記透光パターンから離れて位置する対象面
上に像を投影する投影システムをさらに備える、請求項１３のシステム。
【請求項１７】
　前記コントローラは、さらに、前記投影された像に対する対象物の作用に基づいて、前
記投影システムにより投影される前記像を修正するように構成されている、請求項１６の
システム。
【請求項１８】
　前記投影システム及び前記感知システムは、前記投影システムにより投影される光及び
前記検知システムにより検知される光が少なくとも１つの共通した透光孔を透過するよう
に構成されている、請求項１６のシステム。
【請求項１９】
　前記投影システム及び前記感知システムは、前記投影システムにより投影される光及び
前記検知システムにより検知される光が異なる透光孔を透過するように構成されている、
請求項１６のシステム。
【請求項２０】
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　前記投影システムは、前記透光パターンから１インチから５フィートの距離の範囲だけ
離れて位置する対象面上に前記像を投影可能である、請求項８から１２及び１６から１９
のいずれか一項のシステム。
【請求項２１】
　前記投影システムは、前記透光パターンから６インチから１フィートの距離の範囲だけ
離れて位置する対象面上に前記像を投影可能である、請求項２０のシステム。
【請求項２２】
　前記デバイスは、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、腕時計、及びサーモス
タットからなる群から選択される少なくとも１つのものである、請求項９又は１４のシス
テム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　所望の場合又は有利な場合には暗騒音（例えば、薄肉本体領域３０４の裏面からの反射
光によるものや本体３００と対象面１２０との間の外来光線によるものなど）を抑えたり
除去したりしてもよい。例えば、ＤＣゼロ化や差動センサアレー比較器（数学的に実現さ
れる比較を行うものやアナログ回路を有するものなど）や光学干渉構造を実現することな
ど、又はこれらの組み合わせを含む多くの差動技術により暗騒音を抑えたり、低減したり
、除去したりすることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図５に例示的に示される実施形態を参照すると、双方向制御システム１１６は、上記で
例示的に述べた投影システム３１０、レンズ４００、及びビームスプリッタ４０２とを含
み得る。しかしながら、図示された実施形態においては、感知システム３１２は、例えば
、基準レッグ（reference leg）を構成するミラー５００と、感知レッグ（sensing leg）
を構成する光検出器５０４とを含むマイケルソン干渉計であってもよい。感知システム３
１２が所望の形態又は有利な形態の任意の光干渉システム（例えば、トワイマン－グリー
ン干渉計、マッハ－ツェンダー干渉計、ミロー干渉計など）であってもよいことは理解で
きよう。
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